「広島県手話言語条例」の概要について資料４－２


１　条例策定の目的
　　広島県では、障害の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現に向け、手話が言語であるという認識の普及を目的としている。
（県民意見募集時の公表資料より（抜粋））

２　現状・背景
　・　全ての障害者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、障害者の情報の十分な取得及び利用や、円滑な意思疎通が極めて重要であり、多様な障害特性に配慮した意思疎通支援や情報取得に関する施策を総合的に推進していく必要がある。
　・　手話は、日本語とは異なる語彙や文法体系を有する独自の言語ともいう性格を有するものの、過去には、公教育において手話の使用が制約されてきた経緯もあり、手話についての理解促進や意思疎通が行いやすい環境の整備が必要である。
　・　こうした状況を踏まえ、障害者の情報保障の強化や手話言語の認識の普及等を通じて、社会全体の相互理解を促進し、誰もが安心して暮らせる共生社会を実現するため、条例を制定する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（県民意見募集時の公表資料より（抜粋））

３　施行日
　　令和７年１１月１日

【広島県手話言語条例（抜粋）】
 （目的） 
第１条 この条例は、手話言語が言語であるという認識の下、手話言語の認識の普及及び手話の習得の機会の確保に関し必要な事項を定めることにより、手話言語を必要とする者及び手話言語を必要とする者と共に生活し、学び、又は働く者の手話の習得を促進し、もって県民がより多くの機会で手話を使用することのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 
（基本理念） 
第２条 手話言語に対する理解の促進及び手話の普及は、手話言語が独自の文法を持つ一つの言語であり、長年にわたりろう者等の間で受け継がれてきた文化的所産であるという認識の下、県民が相互に人格及び個性を尊重し合いながら、手話言語を必要とする者の手話の使用及び習得の機会の確保が図られるよう推進されなければならない。
（手話の習得の機会の確保） 
第４条 県は、市町、障害者、関係団体等と協力して、手話言語を必要とする者が乳幼児期からその家族と共に手話を習得できる機会の確保を講ずるものとする。
（推進体制） 
第７条 県は、施策の進捗状況を評価するとともに、手話言語の認識の普及及び手話の習得の機会の確保に関する施策を総合的に推進するため、県、市町、障害者、関係団体及び事業者その他の関係者が意見を交換し、及び相互に協力することができる推進体制を整備するものとする。 



